
書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立 0定款変更用

令和 5年度 業 計 画 書

NPO法人 IF

l 事業実施の方針

あらゆる分野に対して、情報化の推進 口情報 リテラシーの向上、1丁、肛Bの教育を中心に活動を行つ

ていきます。個々が情報 リテラシーの向上を図ることで、情報化の推進や、情報 リテラシーを通して

社会生活における能力向上も図 ります。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 6,800 】千円 )

Ψ

定款に記載

された

事業名

事業内容 日時 場所

従事

者

人数

受益

対象者

ロコ

受益

対象者

人数

事業費

(千円)

組織の IT導入・

活用のための支

援活動

組織の IT導入に関する ITの

開発や技術提供や技術者の派

遣

毎 日

NPO法人

IF、 小学校、

中学校、高校、

地域の市民セ

ンター

1人～

2人ノ回

主に都内

の住民・企

業

1回 10人

規模
6120

各種研修会・講習

会の開催に関す

る事業

情報リテラシー向上に関する

講習会の開催

IT技術者講習会の開催

1回

ノlヵ 月

NPO法人

IF、 小学校、

中学校、高校、

地域の市民セ

ンター

1人～

2人ノ回

主に都内

で技術者

を志す者

1回 100人

規模
600

IT関連の開発に

関する事業

情報 リテラシー向上に関する

ITの開発

情報化の推進に関するITの開

発

毎 日

NPO法人

IF、 小学校、

中学校、高校、

地域の市民セ

ンター

1人～

2人個

主に都内

の住民・企

業

1回 10人

規模
40

健康増進、情報 リ

テラシーの向上

を図る活動に関

する事業

情報 リテラシーの向上に関す

るイベン トの開催

プログラミングイベン トの開

催

ウォーキングイベン トの開催

毎月

NPO法人

IF、 小1学校、

中学校、高校、

地域の市民セ

ンター

1人～

2人′回

主に都内

の住民・企

業

1回 100人

規模
40



令和 6年

NPO法人 IF

1 事業実施の方針

あらゆる分野に対して、 の推進・情報リテラシーの向上、:T、 籠Bの教育を中心に活動を行つ

ていきます。個々が情報リテラシーの向上を図ることで、情報化の推進や、情報リテラシーを通して

社会生活における能力向上も図ります。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 : 6,800 1千円 )

定款に記載

された

事業名

従事 受益

対象者

範囲

受益

対象者

人数

事業内容 日時 囲調 者
事業費

(千円)

人数

組織のIT導入・ 組織の IT導入に関する IPの

NPO法人

IF、 小学校、

中学校、高校、

地域の市民セ

ンター

主に都内

の住民・企

業

活用のための支 開発や技術提供や技術者の派 毎 日
1人～

2人個

1回 10人

規模
6120

目日団 固

各種研修会・講習 情報リテラシー向上に関する

NRD法人

IF、 小学校、

中学校、高校、

地域の市民セ

ンター

主に都内

で技術者

を志す者

1回 100人

規模
会の開催に関す 講習会の開催

IT技術者講習会の開催

1回

′lヵ 月

1人～

2人』コ
師 n

る事業

IT関連の開発に

情報 リテラシー向上に関する

ITの開発

情報化の推進に関するIrの開

発

毎 日

NPO法人

IF、 小学校、

中学校、高校、

地域の市民セ

ンター

1人～

2′V回

主に都内

の住民・企

業

1回 10人

規模
□

関する事業

健康増進、情報リ

テラシーの向上

を図る活動に関

する事業

情報リテラシーの向上に関す

るイベントの開催

プログラミングイベン トの開

催

ウォーキングイベントの開催

毎月

NPO法人

IF、 小学校、

中学校、高校、

地域の市民セ

ンター

1人～

2人』コ

主に都内

の住民・企

業

1回 100人

規模
“



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和5年度 活動予算書 (その他事業が上|い場合)
Ⅲ法 人IF

18) ■日 ′:ヽ 計 合 計

200,000
50,000

300.000 5〔Ю.000

各種研修会・講習会の開催に関する事業
IT関連の開発に関する事業
健康増進、情報リテラシーの向上を図る活動に関する事業

受取利息

。活用のための支援活動

入会金
正会員受取会費

6,550,000

6.550.000
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3,000,
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3,400,
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費
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消耗品

給料手当
退職給付費用
福利厚生費
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減価償却費
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給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
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書式第10号 (法第 10条・第 25条関係)

6年度 活動予算書 (その他事業がとい場合)

‖PO法人 IF

V
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開発に関する事業
、情報リテラシーの向上を図る活動に関する事業
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